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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】水素センサの水素検出感度を良好に回復可能な
水素検出システムを提供する。
【解決手段】水素を燃焼させて燃焼熱を生成する触媒金
属から形成された検知素子を有し、検知素子の変化値（
抵抗値）に基づいて水素濃度を検出する水素センサ１０
Ａと、検知素子を加熱する加熱手段と、水素タンク１２
１と、水素タンク１２１の水素を検知素子に案内する水
素案内配管と、水素案内配管に設けられたクリーニング
弁１２４と、クリーニング弁１２４と検知素子との間で
水素をカソードオフガスで希釈する第１希釈部と、加熱
手段及びクリーニング弁１２４を制御するＥＣＵ１５０
と、を備える水素検出システムである。ＥＣＵ１５０は
、クリーニング時、検知素子の温度が水素の燃焼熱によ
って付着したシリコンの脱離する脱離温度以上になるよ
うに、クリーニング弁１２４によって第１希釈部から検
知素子に向かう水素濃度を制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素を燃焼させて燃焼熱を生成する触媒金属から形成され露出した検知素子を有し、燃
焼熱に対応して変化する前記検知素子の変化値に基づいて水素濃度を検出する水素センサ
と、
　前記検知素子を加熱する加熱手段と、
　高濃度の水素を貯蔵する水素貯蔵手段と、
　前記水素貯蔵手段の水素を前記検知素子に案内する水素案内配管と、
　前記水素案内配管に設けられ、水素の通流を調整する通流調整手段と、
　前記通流調整手段と前記検知素子との間で、前記水素貯蔵手段からの水素を希釈用ガス
で希釈する第１希釈部と、
　前記加熱手段及び前記通流調整手段を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記水素センサの感度回復要求のある感度回復要求時、
　前記加熱手段で加熱されている前記検知素子の温度が水素の燃焼熱によって当該検知素
子に付着したシリコンの脱離する脱離温度以上になるように、前記通流調整手段によって
前記第１希釈部から前記検知素子に向かう水素濃度を制御する感度回復処理を実行する
　ことを特徴とする水素検出システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記加熱手段で前記検知素子を待機温度に加熱し、
　前記待機温度は、前記脱離温度から、感度回復要求時における水素の燃焼による温度上
昇分を差し引いた温度である
　ことを特徴とする請求項１に記載の水素検出システム。
【請求項３】
　前記水素センサは、前記検知素子に通電する通電手段を備え、水素の燃焼による前記検
知素子の抵抗値の上昇に基づいて、水素濃度を検出するセンサであって、
　前記加熱手段は、前記通電手段を含み、前記検知素子に通電することで、前記検知素子
の温度を上昇させる
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の水素検出システム。
【請求項４】
　前記通流調整手段は、所定の開状態を維持可能である弁装置を備え、
　前記制御手段は、前記弁装置の開弁時間／閉弁時間を制御することによって、前記検知
素子に向かう水素濃度を制御する
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の水素検出システム。
【請求項５】
　前記通流調整手段は、所望の開度に調整可能である弁装置を備え、
　前記制御手段は、前記弁装置の開度の制御することによって、前記検知素子に向かう水
素濃度を制御する
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の水素検出システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、前回の感度回復処理の完了から、前記第１希釈部における水素濃度が
所定濃度に低下する第１所定時間の経過以後、今回の感度回復処理を開始する
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の水素検出システム。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第１所定時間以上の第２所定時間経過毎に、感度回復処理を繰り
返す
　ことを特徴とする請求項６に記載の水素検出システム。
【請求項８】
　前記第１希釈部に希釈用ガスを通流させる希釈用ガス通流手段を備え、
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　前記制御手段は、感度回復処理の完了後、前記希釈用ガス通流手段によって希釈用ガス
を通流させる
　ことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の水素検出システム。
【請求項９】
　前記水素センサは、燃料電池のカソードからのカソードオフガスが通流するカソードオ
フガス流路に取り付けられ、
　前記水素案内配管は、前記水素センサよりも上流の前記カソードオフガス流路に合流し
ており、
　前記第１希釈部は、前記水素案内配管と前記水素センサとの間の前記カソードオフガス
流路であり、
　希釈用ガスはカソードオフガスである
　ことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の水素検出システム。
【請求項１０】
　前記燃料電池のアノードからのアノードオフガスを排出するアノードオフガス流路は、
前記水素案内配管よりも上流の前記カソードオフガス流路に合流し、
　前記アノードオフガス流路にはアノードオフガスを排出する場合に開くパージ弁が設け
られており、
　前記制御手段は、前記パージ弁の閉弁から、前記第１希釈部における水素濃度が所定濃
度に低下する第３所定時間の経過以後、感度回復処理を開始する
　ことを特徴とする請求項９に記載の水素検出システム。
【請求項１１】
　前記水素センサよりも下流の前記カソードオフガス流路に第２希釈部を備える
　ことを特徴とする請求項９又は請求項１０に記載の水素検出システム。
【請求項１２】
　前記水素センサは、大気に開放された大気開放空間に配置されており、
　前記第１希釈部は、前記水素案内配管の下流端と前記水素センサとの間において、大気
に開放された希釈空間であり、
　前記希釈用ガスは、大気である
　ことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の水素検出システム。
【請求項１３】
　燃料電池を有し、前記燃料電池の電力によって走行する燃料電池車に搭載され、
　前記水素貯蔵装置は、前記燃料電池に燃料ガスとして水素を供給する
　ことを特徴とする請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載の水素検出システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素検出システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、クリーンなエネルギ源として、水素を燃料ガスとした燃料電池が注目され、この
燃料電池を、車両駆動用のエネルギ源として搭載した燃料電池車の開発が進められている
。そして、燃料電池車には、水素が漏れた場合に、その漏洩を検知するための水素センサ
が設けられている。
【０００３】
　水素センサとしては、構造が簡素で小型化が容易な接触燃焼式の水素センサが用いられ
ている。ところが、水素センサは、使用環境の雰囲気中にシリコン化合物の蒸気が存在す
ると、シリコン化合物が検知素子に付着し、その検出感度が経時的に劣化（シリコン（Ｓ
ｉ）被毒）することが知られている。
【０００４】
　そこで、被毒する検知素子をシリコントラップ層で直接に覆う技術が提案されている（
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特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００７／０９９９３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１では、シリコントラップ層に雰囲気中のシリコン化合物を付
着させる一方であるので、シリコン化合物の付着量には限界があると考えられる。このた
め、検出感度の劣化までの時間を長くできるが、最終的には、検出感度が劣化すると考え
られる。
【０００７】
　そこで、本発明は、水素センサの水素検出感度を良好に回復可能な水素検出システムを
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するための手段として、本発明は、水素を燃焼させて燃焼熱を生成する
触媒金属から形成され露出した検知素子を有し、燃焼熱に対応して変化する前記検知素子
の変化値に基づいて水素濃度を検出する水素センサと、前記検知素子を加熱する加熱手段
と、高濃度の水素を貯蔵する水素貯蔵手段と、前記水素貯蔵手段の水素を前記検知素子に
案内する水素案内配管と、前記水素案内配管に設けられ、水素の通流を調整する通流調整
手段と、前記通流調整手段と前記検知素子との間で、前記水素貯蔵手段からの水素を希釈
用ガスで希釈する第１希釈部と、前記加熱手段及び前記通流調整手段を制御する制御手段
と、を備え、前記制御手段は、前記水素センサの感度回復要求のある感度回復要求時、前
記加熱手段で加熱されている前記検知素子の温度が水素の燃焼熱によって当該検知素子に
付着したシリコンの脱離する脱離温度以上になるように、前記通流調整手段によって前記
第１希釈部から前記検知素子に向かう水素濃度を制御する感度回復処理を実行することを
特徴とする水素検出システムである。
【０００９】
　ここで、「水素を燃焼させて燃焼熱を生成する触媒金属から形成され露出した検知素子
」とは、検知素子自体が触媒金属から形成され、水素が検知素子に直接接触し燃焼可能な
ように、外部に露出していることを意味している。
　また、「検知素子に付着したシリコンの脱離する脱離温度以上になるように」とは、後
記する実施形態では、検出素子の温度をシリコンの脱離する脱離温度範囲に加熱すること
を意味する。
【００１０】
　このような水素検出システムによれば、制御手段が、水素センサの感度回復要求のある
感度回復要求時、加熱手段で加熱されている検知素子の温度が水素の燃焼熱によって検知
素子に付着したシリコンの脱離する脱離温度以上になるように、通流調整手段によって第
１希釈部から検知素子に向かう水素濃度を制御する感度回復処理を実行する。
　このようにして、水素センサの感度回復要求時、検知素子を脱離温度以上に上昇させ、
これに付着したシリコンを意図的に脱離し、水素センサ（検知素子）の水素検出感度を回
復できる。したがって、水素センサによって長時間に亘って水素濃度を検出可能となる。
【００１１】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記制御手段は、前記加熱手段で前記検知素子
を待機温度に加熱し、前記待機温度は、前記脱離温度から、感度回復要求時における水素
の燃焼による温度上昇分を差し引いた温度であることが好ましい。
【００１２】
　このような水素検出システムによれば、制御手段が、加熱手段で検知素子を待機温度に
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加熱し、この待機温度は、脱離温度から、感度回復要求時における水素の燃焼による温度
上昇分を差し引いた温度に設定される。すなわち、制御手段が、感度回復要求時における
水素の燃焼による温度上昇分を考慮して加熱手段で加熱するので、つまり、待機温度を調
整するので、言い換えると、第１希釈部による希釈後の水素濃度に対応して待機温度を設
定し、この待機温度となるように加熱手段で加熱するので、感度回復要求時において、検
知素子の温度が上昇し過ぎることなく、脱離温度を大幅に超えることはない。
　また、このようにして待機温度を調整するので、加熱手段の加熱によって消費されるエ
ネルギ（電力等）を小さくできる。
【００１３】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記水素センサは、前記検知素子に通電する通
電手段を備え、水素の燃焼による前記検知素子の抵抗値の上昇に基づいて、水素濃度を検
出するセンサであって、前記加熱手段は、前記通電手段を含み、前記検知素子に通電する
ことで、前記検知素子の温度を上昇させることが好ましい。
【００１４】
　このような水素検出システムによれば、水素センサの備える通電手段を加熱手段として
利用できる。これにより、検知素子の加熱専用のヒータ等の加熱手段を別途に備える必要
は無く、水素検出システムが簡便な構成となる。
【００１５】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記通流調整手段は、所定の開状態を維持可能
である弁装置を備え、前記制御手段は、前記弁装置の開弁時間／閉弁時間を制御すること
によって、前記検知素子に向かう水素濃度を制御することが好ましい。
【００１６】
　このような水素検出システムによれば、制御手段が、所定の開状態を維持可能である簡
便な構成の弁装置（通流調整手段）の開弁時間／閉弁時間を制御することによって、検知
素子に向かう水素濃度を制御できる。
【００１７】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記通流調整手段は、所望の開度に調整可能で
ある弁装置を備え、前記制御手段は、前記弁装置の開度の制御することによって、前記検
知素子に向かう水素濃度を制御することが好ましい。
【００１８】
　このような水素検出システムによれば、制御手段が、所望の開度に調整可能である簡便
な構成の弁装置（通流制御手段）の開度を制御することによって、検知素子に向かう水素
濃度を制御できる。
【００１９】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記制御手段は、前回の感度回復処理の完了か
ら、前記第１希釈部における水素濃度が所定濃度に低下する第１所定時間の経過以後、今
回の感度回復処理を開始することが好ましい。
【００２０】
　このような水素検出システムによれば、制御手段が、前回の感度回復処理の完了から、
第１希釈部における水素濃度が所定濃度に低下する第１所定時間の経過以後、今回の感度
回復処理を開始する。
【００２１】
　すなわち、前回の感度回復処理の完了からしばらくの間、第１希釈部において水素濃度
の高い状態が継続し、続けて今回の感度回復処理を開始してしまうと、検知素子に向かう
水素濃度が高すぎ、水素の燃焼熱によって検知素子が昇温し過ぎる虞がある。
　そこで、このように前回の感度回復処理の完了から、第１希釈部が水素を希釈し、その
水素濃度が所定濃度に低下する第１所定時間の経過以後、今回の感度回復処理を開始する
。これにより、検知素子に向かう水素濃度が上昇し過ぎることはなく、水素の燃焼熱によ
って検知素子が予想以上に昇温することはない。
【００２２】
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　また、前記水素検出システムにおいて、前記制御手段は、前記第１所定時間以上の第２
所定時間経過毎に、感度回復処理を繰り返すことが好ましい。
【００２３】
　このような水素検出システムによれば制御手段が、第１所定時間以上の第２所定時間経
過毎に感度回復処理を繰り返すので、水素センサの感度を第２所定時間経過毎に回復でき
る。
　また、第２所定時間は第１所定時間以上であるので、第２所定時間経過毎に感度回復処
理を繰り返したとしても、予想よりも高濃度の水素が検知素子に供給されず、水素の燃焼
熱によって検知素子が予想以上に昇温することはない。
【００２４】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記第１希釈部に希釈用ガスを通流させる希釈
用ガス通流手段（後記する実施形態ではコンプレッサ１３１）を備え、前記制御手段は、
感度回復処理の完了後、前記希釈用ガス通流手段によって希釈用ガスを通流させることが
好ましい。
【００２５】
　このような水素検出システムによれば、制御手段が、感度回復処理の完了後、希釈用ガ
ス通流手段によって希釈用ガスを通流させるので、第１希釈部における水素濃度を速やか
に低下できる。これにより、次回の感度回復処理を迅速に実行することもできる。
【００２６】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記水素センサは、燃料電池のカソードからの
カソードオフガスが通流するカソードオフガス流路に取り付けられ、前記水素案内配管は
、前記水素センサよりも上流の前記カソードオフガス流路に合流しており、前記第１希釈
部は、前記水素案内配管と前記水素センサとの間の前記カソードオフガス流路であり、希
釈用ガスはカソードオフガスであることが好ましい。
【００２７】
　このような水素検出システムによれば、燃料電池のカソードからのカソードオフガスを
希釈用ガスとして利用するので、希釈用ガスの供給手段を別途に備える必要は無く、シス
テム構成が簡便となり、また、水素検出システムが安価となる。
【００２８】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記燃料電池のアノードからのアノードオフガ
スを排出するアノードオフガス流路は、前記水素案内配管よりも上流の前記カソードオフ
ガス流路に合流し、前記アノードオフガス流路にはアノードオフガスを排出する場合に開
くパージ弁が設けられており、前記制御手段は、前記パージ弁の閉弁から、前記第１希釈
部における水素濃度が所定濃度に低下する第３所定時間の経過以後、感度回復処理を開始
することが好ましい。
【００２９】
　このような水素検出システムによれば、制御手段が、パージ弁の閉弁から、第１希釈部
における水素濃度が所定濃度に低下する第３所定時間の経過以後、感度回復処理を開始す
るので、検知素子に向かう水素濃度が予想以上にならず、水素の燃焼熱によって検知素子
が予想以上に昇温することはない。
【００３０】
　また、前記水素検出システムにおいて、前記水素センサよりも下流の前記カソードオフ
ガス流路に第２希釈部を備えることが好ましい。
【００３１】
　このような水素検出システムによれば、水素センサよりも下流のカソードオフガス流路
に第２希釈部を備えるので、感度回復処理の実行時、検知素子に高濃度の水素を供給し、
水素の燃焼による温度上昇分を大きくすることもできる。これにより、加熱手段による検
知素子の加熱量を小さくでき、加熱手段の加熱によって消費されるエネルギ（電力等）を
小さくできる。
【００３２】
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　また、前記水素検出システムにおいて、前記水素センサは、大気に開放された大気開放
空間に配置されており、前記第１希釈部は、前記水素案内配管の下流端と前記水素センサ
との間において、大気に開放された希釈空間であり、前記希釈用ガスは、大気であること
が好ましい。
【００３３】
　このような水素検出システムによれば、第１希釈部が、水素案内配管の下流端と水素セ
ンサとの間において、大気に開放された希釈空間であり、希釈用ガスが大気であるので、
特別な希釈用ガスの供給手段を備える必要は無く、システム構成が簡便となり、水素検出
システムが安価となる。
【００３４】
　また、前記水素検出システムにおいて、燃料電池を有し、前記燃料電池の電力によって
走行する燃料電池車に搭載され、前記水素貯蔵装置は、前記燃料電池に燃料ガスとして水
素を供給することが好ましい。
【００３５】
　このような水素検出システムによれば、水素センサの耐久性が向上する。
　また、水素貯蔵装置は燃料電池に燃料ガスとして水素を供給するので、言い換えると、
燃料電池車に搭載された水素タンクを、感度回復処理用の高濃度の水素が貯蔵された水素
貯蔵手段とするので、燃料電池車単体でも適宜に感度回復処理を実行できる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、水素センサの水素検出感度を良好に回復可能な水素検出システムを提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本実施形態に係る燃料電池車の側面図である。
【図２】本実施形態に係る燃料電池システム（水素検出システム）の構成図である。
【図３】本実施形態に係る水素センサ周りの側断面図である
【図４】本実施形態に係る水素センサの側断面図である。
【図５】本実施形態に係る水素センサの回路図である。
【図６】検知素子の温度（℃）と、シリコン化合物の付着量（ｇ）との関係を示すグラフ
である。
【図７】水素濃度（％）と検知素子の温度（℃）との関係を示すグラフである。
【図８】本実施形態に係る水素センサ周りの側断面図である。
【図９】本実施形態に係る燃料電池車の起動モードにおける動作を示すフローチャートで
ある。
【図１０】本実施形態に係る燃料電池車の定常モードにおける動作を示すフローチャート
である。
【図１１】本実施形態に係る燃料電池車の停止モードにおける動作を示すフローチャート
である。
【図１２】パージ弁の開閉動作と水素濃度との関係を示すタイムチャートである。
【図１３】クリーニング弁の開閉動作と水素濃度との関係を示すタイムチャートである。
【図１４】変形例に係る水素センサの側断面図である。
【図１５】変形例に係る水素センサの回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明の一実施形態について、図１～図１３を参照して説明する。
【００３９】
≪燃料電池車の構成≫
　図１に示す燃料電池車２００は、ＰＥＦＣ（Polymer Electrolyte Fuel Cell）型の燃
料電池スタック１１０、水素タンク１２１（水素貯蔵手段）、水素センサ１０Ａ～１０Ｄ
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を含む燃料電池システム１００を備えており、燃料電池スタック１１０の発電電力によっ
て駆動モータ（図示しない）を回転させて走行する。
【００４０】
　燃料電池スタック１１０はセンタートンネル２０１内に配置されており、水素タンク１
２１はタンク室２０２内に配置されている。センタートンネル２０１は、フロアパネル２
０３の車幅方向の中央部分が上方に隆起することで形成され、前後方向に延びる細長の空
間である。タンク室２０２は、フロアパネル２０３の後側部分が水素タンク１２１の外形
に対応して隆起することで形成され、車幅方向に延びる円柱状の空間である。
【００４１】
　水素センサ１０Ａは、後記するように配管１３２ａ（カソードオフガス流路）に取り付
けられており、カソードオフガス中の水素濃度を検出し、ＥＣＵ１５０に出力するように
なっている（図２参照）。
【００４２】
　水素センサ１０Ｂは、燃料電池スタック１１０上方のフロアパネル２０３の下面に取り
付けられており、燃料電池スタック１１０等から漏洩し、センタートンネル２０１に滞留
する水素濃度を検出し、ＥＣＵ１５０に出力するようになっている（図２参照）。
　水素センサ１０Ｃは、水素タンク１２１の上方のフロアパネル２０３の下面に取り付け
られており、水素タンク１２１等から漏洩し、タンク室２０２に滞留する水素濃度を検出
し、ＥＣＵ１５０に出力するようになっている（図２参照）。
　水素センサ１０Ｄは、車室２０４の上方の天井２０５に取り付けられており、車室２０
４に滞留する水素濃度を検出し、ＥＣＵ１５０に出力するようになっている（図２参照）
。
　すなわち、水素センサ１０Ｂ～１０Ｄは、センタートンネル２０１、タンク室２０２、
車室２０４等の大気に開放された大気開放空間に配置されている。
【００４３】
≪燃料電池システム≫
　燃料電池システム１００は、図２に示すように、水素検出システム１が組み込まれたシ
ステムであって、燃料電池スタック１１０（燃料電池）と、燃料電池スタック１１０のア
ノードに対して水素（燃料ガス）を給排するアノード系と、燃料電池スタック１１０のカ
ソードに対して空気（酸化剤ガス）を給排するカソード系と、水素センサ１０Ａ～１０Ｄ
と、これらを電子制御するＥＣＵ１５０（Electronic Control Unit、制御手段）と、を
備えている。
【００４４】
＜燃料電池スタック＞
　燃料電池スタック１１０は、複数（例えば２００～４００枚）の固体高分子型の単セル
が積層して構成されたスタックであり、複数の単セルは直列で接続されている。単セルは
、ＭＥＡ（Membrane Electrode Assembly：膜電極接合体）と、これを挟む２枚の導電性
を有するセパレータと、を備えている。ＭＥＡは、１価の陽イオン交換膜等からなる電解
質膜（固体高分子膜）と、これを挟むアノード及びカソード（電極）と、を備えている。
【００４５】
　アノード及びカソードは、カーボンペーパ等の導電性を有する多孔質体と、これに担持
され、アノード及びカソードにおける電極反応を生じさせるための触媒（Ｐｔ、Ｒｕ等）
と、を含んでいる。
【００４６】
　各セパレータには、各ＭＥＡの全面に水素又は空気を供給するための溝や、全単セルに
水素又は空気を給排するための貫通孔が形成されており、これら溝及び貫通孔がアノード
流路１１１（燃料ガス流路）、カソード流路１１２（酸化剤ガス流路）として機能してい
る。
【００４７】
＜アノード系＞
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　アノード系は、水素タンク１２１（水素貯蔵手段）と、エゼクタ１２２と、常閉型のパ
ージ弁１２３と、水素センサ１０Ａ、１０Ｂ（１０Ｃ、１０Ｄ）のクリーニング時（感度
回復処理の実行時）に開かれる常閉型のクリーニング弁１２４、１２５（通流調整手段）
と、を備えている。
【００４８】
　水素タンク１２１は、高濃度（高純度）の水素を高圧（例えば３０～７０ＭＰａ）で貯
蔵するタンクである。そして、水素タンク１２１の水素は、配管１２１ａ、エゼクタ１２
２、配管１２２ａを通って、アノード流路１１１に供給されるようになっている。エゼク
タ１２２は、水素タンク１２１からの水素によって負圧を発生させると共に、この負圧に
よって後記する水素を含むアノードオフガスを吸引し、水素を循環させる装置（真空ポン
プ）である。
【００４９】
　なお、配管１２１ａには、下流に向かって、図示しない常閉型の遮断弁と減圧弁（レギ
ュレータ）とが設けられている。遮断弁は、燃料電池システム１００（燃料電池車２００
）の起動中（ＩＧ１４１のＯＮ中）、ＥＣＵ１５０によって開かれる。また、減圧弁は、
水素タンク１２１からの水素の圧力を適宜に減圧する。
【００５０】
　アノード流路１１１から排出された未反応の水素を含むアノードオフガスは、配管１２
２ｂ（水素循環ライン）を通ってエゼクタ１２２の吸気口に向かうようになっている。
【００５１】
　配管１２２ｂは、配管１２３ａ、パージ弁１２３、配管１２３ｂを介して、後記する希
釈ボックス１３２に接続されている。そして、パージ弁１２３が、ＥＣＵ１５０によって
所定の開弁時間にて開かれると、未反応の水素を含むアノードオフガスが、希釈ボックス
１３２に排出され、燃料電池スタック１１０の発電性能が回復するようになっている。
【００５２】
　なお、ＥＣＵ１５０は、例えば、燃料電池スタック１１０を構成する単セルの電圧のう
ちの最低の電圧（最低セル電圧）が、所定単セル電圧以下である場合、パージ弁１２３を
開く必要があると判断するように設定されている。また、ＥＣＵ１５０は、セル電圧モニ
タ（図示しない）を介して、複数の単セルの電圧を監視している。
【００５３】
　クリーニング弁１２４、１２５については、後で説明する。
【００５４】
＜カソード系＞
　カソード系は、コンプレッサ１３１（酸化剤ガス供給手段）と、希釈ボックス１３２と
、サイレンサ１３３（消音器、第２希釈部）と、流量センサ１３４と、を備えている。
　コンプレッサ１３１は、ＥＣＵ１５０の指令に従って作動すると、酸素を含む空気を吸
気し、配管１３１ａを介して、カソード流路１１２に向けて圧送するようになっている。
また、コンプレッサ１３１は、後記する第１希釈部Ｄ１において、水素を希釈するカソー
ドオフガス（希釈用ガス）を通流させる希釈用ガス通流手段としても機能している。
【００５５】
　配管１３１ａは、配管１３１ｂを介して、サイレンサ１３３（第２希釈部）に接続され
、コンプレッサ１３１の吐出した空気の一部が、配管１３１ｂを通って常時に供給される
ようになっている。これにより、水素センサ１０Ａのクリーニング時、サイレンサ１３３
において、配管１３１ｂからの空気（希釈用ガス）が、水素センサ１０Ａからの水素を希
釈するようになっている。したがって、クリーニング時においてクリーニング用の水素を
高濃度で水素センサ１０Ａに供給し、水素の燃焼熱によって後記する検知素子２１（図４
参照）を大幅に昇温することも可能となる。よって、検知素子２１の待機温度を下げるこ
とも可能となる。
　なお、配管１３１ｂに常閉型の電磁弁（通流調整手段）を設けて、水素センサ１０Ａの
クリーニング時に開く構成としてもよい。
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【００５６】
　カソード流路１１２から排出されたカソードオフガス（希釈用ガス）は、配管１３２ａ
、希釈ボックス１３２、配管１３２ｂ、サイレンサ１３３、配管１３３ａ（テールパイプ
）を通って、車外（外部）に排気されるようになっている。
【００５７】
　希釈ボックス１３２は、開弁したパージ弁１２３からのアノードオフガスとカソードオ
フガスとを混合し、アノードオフガスに含まれる水素を希釈するボックスであり、その内
部に混合用（希釈用）の希釈空間を有している。したがって、パージ弁１２３が開かれた
後の所定時間において、希釈ボックス１３２からのカソードオフガス（希釈用ガス）にお
ける水素濃度はやや上昇することになる（図１２参照）。
【００５８】
＜サイレンサ＞
　サイレンサ１３３は、カソード系を通流する空気（カソードオフガスを含む）を伝播す
るコンプレッサ１３１の作動音を低減する消音器であり、その内部に消音空間（チャンバ
）を有している。
【００５９】
　ここで、サイレンサ１３３は、水素センサ１０Ａよりも下流に配置されており、そして
、このような消音空間を有するので、水素センサ１０Ａからの水素を希釈する第２希釈部
としても機能している。これにより、水素センサ１０Ａのクリーニング時、その検知素子
２１（図４参照）に、高濃度の水素を供給し、水素の燃焼による温度上昇分を大きくする
ことも可能となっている。その結果、通電による検知素子２１の加熱量（通電量）を小さ
くすることも可能となっている。
【００６０】
　流量センサ１３４は、配管１３１ａに取り付けられており、カソード流路１１２に向か
う空気の流量を検出し、ＥＣＵ１５０に出力するようになっている。
　ここで、カソード流路１１２に向かう空気の流量と、カソード流路１２から排出され、
後記する第１希釈部Ｄ１（図３参照）に向かう、カソードオフガス（希釈用ガス）の流量
とは、比例関係であるから、ＥＣＵ１５０は、流量センサ１３４からの空気の流量に基づ
いて、第１希釈部Ｄ１に向かう、カソードオフガスの流量を推定（算出）するようになっ
ている。
【００６１】
＜水素センサ＞
　次に、水素センサ１０Ａの構成について、図３～図５を参照して説明する。なお、水素
センサ１０Ｂ～１０Ｄは、水素センサ１０Ａと同様であるので、説明を省略する。
【００６２】
　水素センサ１０Ａは、配管１３２ｂを通流するガス中の水素濃度を検出する接触燃焼式
のセンサであり、ブリッジ回路Ｂと、制御回路５１と、電圧発生回路５２と、を備えてい
る。ブリッジ回路Ｂの一部、制御回路５１、及び、電圧発生回路５２は、後記する基板６
１上に形成された回路パターン及びこれに設けられた電子部品によって構成されている。
【００６３】
　また、水素センサ１０Ａは、基板６１と、基板６１を収容する薄箱状のケース６２と、
ケース６２の底壁部から鉛直下向きに延びるように形成された有底円筒状のハウジング６
３と、を備えている。
【００６４】
　ケース６２は、配管１３２ｂの天壁部にボルト（図示しない）によって取り付けられて
いる。
　ハウジング６３は、配管１３２ｂの天壁部に形成された貫通孔に差し込まれている。そ
して、ハウジング６３の底壁部に形成されたガス出入口６３ａを介して、水素、シリコン
化合物を含むガスが、配管１３２ｂと、ハウジング６３内のガス検出室６３ｂとの間で、
出入するようになっている。
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【００６５】
　ガス出入口６３ａに蓋をするように、撥水フィルタ６４及び防爆フィルタ６５が設けら
れている。撥水フィルタ６４は、ガス（水素）の通過を許容するが、液体（水滴）の通過
を許容しないフィルタであり、例えば、テトラフルオロエチレン膜から構成される。防爆
フィルタ６５は、防爆性を確保するためのフィルタであり、例えば、金属製のメッシュや
多孔質体から構成される。この他、活性炭等を有しシリコン化合物を吸着する吸着フィル
タや、ガス検出室６３ｂの結露水を気化し除去するためのヒータを備える構成としてもよ
い。
【００６６】
＜水素センサ－ブリッジ回路＞
　ブリッジ回路Ｂは、第１辺２０と、第２辺３０と、を備えており、第１辺２０と第２辺
３０とは、電圧発生回路５２に対して並列に接続されている。
【００６７】
　第１辺２０は、検知素子２１と補償素子２２（温度補償素子）とを備え、検知素子２１
と補償素子２２とが直列に接続されることで構成されている。
　検知素子２１は、基板６１から鉛直下方に延びると共に第１辺２０の一部を構成する金
属製のステー２１ａ、２１ａに固定され、ガス検出室６３ｂ配置されており、ガス検出室
６３ｂに露出している。これと同様に、補償素子２２は、ステー２２ａ、２２ａに固定さ
れ、ガス検出室６３ｂに配置されており、ガス検出室６３ｂに露出している。
　したがって、検知素子２１の抵抗値Ｒ２１、補償素子２２の抵抗値Ｒ２２は、ガス検出
室６３ｂの温度（環境温度、雰囲気温度）に基づいて変化することになる。
【００６８】
　検知素子２１は、水素を触媒燃焼させる白金（Ｐｔ）や白金合金等の触媒金属から形成
されており、白金（Ｐｔ）等の担持された触媒担体（触媒層）をその周面に備えていない
。本実施形態に係る検知素子２１は、この触媒金属から成る線材を、コイル状に成形する
ことで構成され、その表面は平滑な金属表面である。そして、この表面は触媒金属表面を
構成し、この平滑な触媒金属表面（検知素子２１の表面）に水素が直接接触するようにな
っている。なお、検知素子２１がコイル状であることにより、水素の燃焼熱が放熱し難く
なり、検知素子２１の温度が容易に上昇するようになっている。また、触媒金属としては
、白金（Ｐｔ）の他に、パラジウム（Ｐｄ）、ロジウム（Ｒｈ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト
（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）や、これらの合金も使用できる。
【００６９】
　このように検知素子２１は、触媒活性を有しており、検知素子２１自体に直接接触する
水素と酸素とを触媒燃焼反応（酸化還元反応）させるようになっている。そして、水素が
触媒燃焼反応すると、その燃焼熱によって検知素子２１の温度が、上昇するようになって
いる。
　したがって、検知素子２１の温度、抵抗値Ｒ２１は、ガス検出室６３ｂの温度と水素の
燃焼熱とに基づいて、変化することになる。
【００７０】
　補償素子２２は、触媒金属から成る線材をコイル状に成形したものの表面を、水素に対
して不活性である不活性層でコーティングしたものである。不活性層は、アルミナ（Ａｌ

２Ｏ３）やシリカ（ＳｉＯ２）等の非金属や、金（Ａｕ）等の水素と反応しない金属から
形成される。これにより、補償素子２２に水素が接触しても、水素は触媒燃焼反応せず、
燃焼熱は生成しない。
　したがって、補償素子２２の温度、抵抗値Ｒ２２は、ガス検出室６３ｂの温度（環境温
度、雰囲気温度）のみに基づいて変化することになる。
【００７１】
　第２辺３０は、第１抵抗素子３１（抵抗値Ｒ３１）と第２抵抗素子３２（抵抗値Ｒ３２

）とを備え、第１抵抗素子３１と第２抵抗素子３２とが直列に接続されることで構成され
ている。第１抵抗素子３１及び第２抵抗素子３２は、基板６１上に設けられている。なお
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、第１抵抗素子３１の抵抗値Ｒ２１、第２抵抗素子３２の抵抗値Ｒ２２は、既知であり、
固定値である。
【００７２】
　第１辺２０の両端と、第２辺３０の両端とは、それぞれ接続されて、入力端子Ｊ１、入
力端子Ｊ２を構成している。入力端子Ｊ１、入力端子Ｊ２は、電圧発生回路５２に接続さ
れており、電圧発生回路５２で発生した電圧ＶＩＮが入力端子Ｊ１、Ｊ２（ブリッジ回路
Ｂ）に印加するようになっている。そして、このように電圧発生回路５２で発生した電圧
ＶＩＮが印加すると、検知素子２１に通電し、検知素子２１の温度が上昇するようになっ
ている。
　すなわち、本実施形態において、検知素子２１に通電し検知素子２１を加熱手段（通電
手段）は、電圧発生回路５２と、後記する外部電源７０と、を備えて構成されている。
【００７３】
　第１辺２０において、検知素子２１と補償素子２２との間の第１中間点は、出力端子Ｊ
３を構成し、第２辺３０において、第１抵抗素子３１と第２抵抗素子３２との間の第２中
間点は出力端子Ｊ４を構成している。出力端子Ｊ３、出力端子Ｊ４は、制御回路５１に接
続されており、ブリッジ回路Ｂの電圧ＶＯＵＴ（出力）が、出力端子Ｊ３、Ｊ４を介して
、制御回路５１に出力されるようになっている。
【００７４】
　そして、水素が検知素子２１に接触し、水素の燃焼熱によって、検知素子２１の抵抗値
Ｒ２１（変化値）が変化し、検知素子２１の抵抗値Ｒ２１が補償素子２２の抵抗値Ｒ２２

よりも大きくなると、出力端子Ｊ３の電位が出力端子Ｊ４の電位よりも高くなり、水素濃
度に対応した電圧ＶＯＵＴが制御回路５１に出力され、水素濃度が検知されるようになっ
ている。
　なお、水素が検知素子２１に接触しておらず、水素の燃焼熱が生成していない場合、検
知素子２１の抵抗値Ｒ２１と補償素子２２の抵抗値Ｒ２２とは等しく、そして、出力端子
Ｊ３の電位と出力端子Ｊ４の電位とは等しくなり、電圧ＶＯＵＴは０となる。
【００７５】
＜水素センサ－制御回路等＞
　制御回路５１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、各種インタフェイス、電子回路等を含んで
構成されている。そして、制御回路５１は、ＥＣＵ１５０からの指令と、その内部に記憶
されたプログラムに従って、水素センサ１０Ａを適宜に制御するようになっている。
　すなわち、制御回路５１は、ＥＣＵ１５０からの指令に従って、電圧発生回路５２を作
動させ、そして、ブリッジ回路Ｂからの電圧ＶＯＵＴに基づいて水素濃度を算出し、水素
濃度に対応した信号をＥＣＵ１５０に出力するようになっている。
　ただし、この構成に限定されず、その他に例えば、ＥＣＵ１５０が電圧発生回路５２を
直接制御し、ブリッジ回路Ｂの電圧ＶＯＵＴがＥＣＵ１５０に直接出力される構成でもよ
い。
【００７６】
　電圧発生回路５２は、ＤＣ－ＤＣコンバータ等を備えて構成され、外部電源７０（例え
ば１２Ｖバッテリ）と接続されている。そして、電圧発生回路５２は、制御回路５１から
の指令に従って作動し、ブリッジ回路Ｂに所定電圧を印加するようになっている。
【００７７】
＜水素センサ－シリコン化合物の付着量＞
　ここで、本願発明者等は、図６に示すように、シリコンの雰囲気下において、白金等の
触媒金属から形成された検知素子２１の温度が高くなるにつれて、検知素子２１へのシリ
コン化合物の付着量（シリコン被毒量、（ｇ））が増加するものの、所定の脱離温度範囲
では、シリコン化合物の付着量が減少するという知見を得た。
【００７８】
　これは、脱離温度範囲では、検知素子２１に付着しているシリコン化合物が、検知素子
２１から脱離しているためと考えられる。すなわち、脱離温度範囲では、シリコン化合物
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の付着速度に対して、脱離速度が小さいながらも略同オーダー程度になっており、そして
、最適脱離温度において脱離速度は付着速度に略等しくなり、最適脱離温度を越えると再
び脱離速度よりも付着速度が大きくなる、という知見を得た。
【００７９】
　また、脱離温度範囲では、検知素子２１の温度が高くなるにつれて、シリコン化合物の
付着量（ｇ）が減少し、最適脱離温度で付着量が最小になるという傾向を得た。すなわち
、水素センサ１０Ａの水素の検出感度を回復させるには、検知素子２１を、脱離温度範囲
、好ましくは前記最適脱離温度を含む最適脱離温度範囲（例えば、「最適脱離温度－１０
℃」～「最適脱離温度」の範囲）に昇温させる、いう知見を得た。
【００８０】
　このような知見に基づいて、本実施形態では、水素センサ１０Ａのクリーニング時に検
知素子２１を最適脱離温度範囲に昇温させるために、検知素子２１への通電による発熱と
、検知素子２１への水素の接触燃焼による燃焼熱と、を利用している（図７参照）。
【００８１】
　すなわち、図７に示すように、クリーニング時（感度回復処理の実行時）、及び、非ク
リーニング時（感度回復処理の非実行時、待機時）に、第１希釈部Ｄ１からの水素濃度を
考慮したうえで、検知素子２１への通電によって、検知素子２１を常温から待機温度に加
熱（昇温）し、クリーニング時に水素の燃焼熱によって、最適脱離温度範囲にさらに昇温
させている。そして、本実施形態において、待機温度は最適脱離温度から水素の燃焼によ
る温度上昇分を差し引いた温度に設定されている。
【００８２】
＜クリーニング弁＞
　次に、図２、図３、図８を参照して、クリーニング弁１２４、１２５周りの構成を説明
する。
【００８３】
＜水素センサ１０Ａ用のクリーニング弁＞
　前記減圧弁の下流の配管１２１ａは、配管１２４ａ、クリーニング弁１２４、配管１２
４ｂを介して、後記するように水素センサ１０Ａの上流の配管１３２ｂに接続されている
。そして、水素センサ１０Ａのクリーニング時（感度回復処理の実行時）、ＥＣＵ１５０
によってクリーニング弁１２４が開かれると、水素タンク１２１の高濃度の水素が、配管
１２１ａ、配管１２４ａ、配管１２４ｂを通って、水素センサ１０Ａに向かうようになっ
ている。
【００８４】
　すなわち、本実施形態において、水素タンク１２１の水素を水素センサ１０Ａの検知素
子２１に案内する水素案内配管は、配管１２４ａと配管１２４ｂとを備えて構成されてい
る。そして、この水素案内配管にクリーニング弁１２４（通流調整手段）が設けられてい
る。
【００８５】
　配管１２４ｂには、オリフィス１２４ｃが設けられており、配管１２４ｂから配管１３
２ｂに流入する水素の流量が絞られている。これにより、クリーニング弁１２４を開閉制
御することによって、配管１２３ｂに流入し、後記する第１希釈部Ｄ１で希釈後、水素セ
ンサ１０Ａに向かう水素濃度が容易に制御されるようになっている。
　ただし、オリフィス１２４ｃは、クリーニング弁１２４の下流に限定されず、クリーニ
ング弁１２４の上流でもよく、また、オリフィス１２４ｃを備えない構成でもよい。
【００８６】
　また、配管１２４ａは、水素センサ１０Ａよりも上流の配管１３２ｂ（カソードオフガ
ス流路）に合流している。そして、配管１２４ｂの合流点と水素センサ１０Ａとの間の配
管１３２ｂ（カソードオフガス流路）は、クリーニング弁１２４からの水素をカソードオ
フガス（希釈用ガス）で希釈する第１希釈部Ｄ１として機能している（図３参照）。なお
、第１希釈部Ｄ１は、クリーニング弁１２４と水素センサ１０Ａとの間に配置されている
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。
【００８７】
　クリーニング弁１２４は、ソレノイドによって駆動する常閉型の電磁弁（弁装置）であ
って、例えばゲート弁によって構成され、ＥＣＵ１５０から開弁指令が入力されている間
、所定の開状態（開度）を維持するようになっている。
　そして、ＥＣＵ１５０が、クリーニング弁１２４の開弁時間／閉弁時間を例えばＰＷＭ
制御することによって、クリーニング弁１２４を通って、配管１３２ｂ（第１希釈部Ｄ１
）に向かう水素（高濃度の水素）の流量が容易に制御され、その結果、水素センサ１０Ａ
の検知素子２１に向かう水素濃度が制御されるようになっている。
【００８８】
＜水素センサ１０Ｂ（１０Ｃ、１０Ｄ）用のクリーニング弁＞
　配管１２４ａの途中は、配管１２５ａ、常閉型のクリーニング弁１２５、配管１２５ｂ
が順に接続されている。配管１２５ｂの下流端は、配管１２５ｂからの水素が水素センサ
１０Ｂ（１０Ｃ、１０Ｄ）に向かうように配置されている。すなわち、水素センサ１０Ｂ
～１０Ｄ毎に、配管１２５ａ、クリーニング弁１２５、配管１２５ｂが設けられているが
、図２では省略している。
【００８９】
　そして、水素センサ１０Ｂ（１０Ｃ、１０Ｄ）のクリーニング時（感度回復処理の実行
時）、ＥＣＵ１５０によってクリーニング弁１２５が開かれると、水素タンク１２１の高
濃度の水素が、配管１２１ａ、配管１２４ａ、配管１２５ａ、配管１２５ｂを通って、水
素センサ１０Ｂ（１０Ｃ、１０Ｄ）に向かうようになっている。
【００９０】
　すなわち、本実施形態において、水素タンク１２１の水素を水素センサ１０Ｂ（１０Ｃ
、１０Ｄ）の検知素子２１に案内する水素案内配管は、配管１２４ａの一部と、配管１２
５ａと、配管１２５ｂとを備えて構成されている。そして、この水素案内配管にクリーニ
ング弁１２５（通流調整手段）が設けられている。
【００９１】
　配管１２５ｂには、オリフィス１２５ｃが設けられており、配管１２５ｂから後記する
第１希釈部Ｄ２（図８参照）に向かう水素の流量が絞られている。これにより、クリーニ
ング弁１２５を開閉制御することによって、第１希釈部Ｄ２で希釈後、水素センサ１０Ｂ
に向かう水素濃度が容易に制御されるようになっている。
　ただし、オリフィス１２５ｃは、クリーニング弁１２５の下流に限定されず、クリーニ
ング弁１２５の上流でもよく、また、オリフィス１２５ｃを備えない構成でもよい。
【００９２】
　図８に示すように、配管１２５ｂの下流端と水素センサ１０Ｂとは、事前試験等によっ
て求められた所定間隔をあけて配置され、大気に開放された第１希釈部Ｄ２（希釈空間）
を構成している。つまり、第１希釈部Ｄ２は、クリーニング弁１２５と水素センサ１０Ｂ
（１０Ｃ、１０Ｄ）との間に配置されている。そして、第１希釈部Ｄ２は、配管１２５ｂ
からの水素を自己拡散させ、水素を大気（希釈用ガス）で希釈する機能を有している。
【００９３】
　クリーニング弁１２５は、クリーニング弁１２４と同様に、ソレノイドによって駆動す
る常閉型の電磁弁（弁装置）であって、例えばソレノイドによって駆動するゲート弁によ
って構成され、ＥＣＵ１５０から開弁指令が入力されている間、所定の開状態（開度）を
維持するようになっている。
　そして、ＥＣＵ１５０が、クリーニング弁１２５の開弁時間／閉弁時間を例えばＰＷＭ
制御することによって、クリーニング弁１２５を通って、第１希釈部Ｄ２に向かう水素（
高濃度の水素）の流量が容易に制御され、その結果、水素センサ１０Ｂ（１０Ｃ、１０Ｄ
）の検知素子２１に向かう水素濃度が制御されるようになっている。
【００９４】
　この場合において、大気圧（大気圧）が低くなると、第１希釈部Ｄ２において水素が大
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気（希釈用ガス）によって希釈され難くなるので、大気圧を検出する大気圧センサを備え
る構成とし、燃料電池車２００が高地を走行することによって、大気圧が低くなるにつれ
て、クリーニング弁１２５の開弁時間を短くなるように補正する構成としてもよい。
【００９５】
　すなわち、本実施形態において、水素タンク１２１は、燃料電池スタック１１０に水素
（燃料ガス）を供給するだけでなく、水素センサ１０Ａ～１０Ｄにクリーング用の水素も
供給可能であるので、燃料電池車２００単体でもクリーニングを実行可能となっている。
【００９６】
＜ＩＧ＞
　ＩＧ１４１は、燃料電池車２００（燃料電池システム１００、水素検出システム１）の
起動スイッチであり、運転席周りに配置されている。そして、ＩＧ１４１は、そのＯＮ信
号／ＯＦＦ信号をＥＣＵ１５０に出力するようになっている。
【００９７】
＜ＥＣＵ＞
　ＥＣＵ１５０は、燃料電池車２００（燃料電池システム１００、水素検出システム１）
を電子制御する制御装置であり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、各種インタフェイス、電子回
路などを含んで構成されており、その内部に記憶されたプログラムに従って、各種機能を
発揮し、各種機器を制御するようになっている。ＥＣＵ１５０の具体的な動作は後で説明
する。
【００９８】
≪燃料電池車の動作≫
　次に、燃料電池車２００の動作を説明する。
【００９９】
＜起動モード＞
　まず、図９を参照して、燃料電池車２００の起動時（始動時）における起動モードでの
動作を説明する。
　なお、ＩＧ１４１がＯＮされると、そのＯＮ信号を検知したＥＣＵ１５０は、図９の処
理をスタートさせる。また、ここでは、水素センサ１０Ａに関係する動作を説明し、水素
センサ１０Ｂ～１０Ｄについての動作は同様であるので省略する。
【０１００】
　さらに、ＥＣＵ１５０は、以下説明する水素センサ１０Ａに関係する処理に並行して、
燃料電池スタック１１０を発電させるための処理も実行する。
　すなわち、ＥＣＵ１５０は、配管１２１ａに設けられた遮断弁（図示しない）を開き、
アノード流路１１１に水素を供給しつつ、パージ弁１２３を間欠的に開き、アノード流路
１１１における水素濃度を上昇させる。これに並行して、ＥＣＵ１５０は、コンプレッサ
１３１を作動させ、カソード流路１１２に空気（酸素）を供給する。そうすると、燃料電
池スタック１１０のＯＣＶ（Open Circuit Voltage、開回路電圧）が上昇し、燃料電池ス
タック１１０は発電可能な状態に近づく。
【０１０１】
　そして、ＯＣＶが発電開始可能と判断される所定ＯＣＶ以上になった場合、ＥＣＵ１５
０は、燃料電池スタック１１０の出力端子に接続された発電制御器（図示しない）を制御
し、燃料電池スタック１１０から電流を取り出し、燃料電池スタック１１０の発電を開始
させ、発電電力を外部負荷（走行用のモータ等）に供給する。この場合において、コンプ
レッサ１３１の回転速度、燃料電池スタック１１０の発電電力は、発電要求量（アクセル
開度等）が大きくなるにつれて、大きくなる関係となる。
【０１０２】
　以下、水素センサ１０Ａに関係する処理を説明する。
　ステップＳ１０１において、ＥＣＵ１５０は、水素センサ１０Ａの検知素子２１及び補
償素子２２を待機温度に加熱する。
　待機温度は、本実施形態では、水素センサ１０Ａのクリーニング時（感度回復処理の実
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行時）、脱離温度以上の最適脱離温度範囲の温度から、クリーニング時の水素の燃焼熱に
よる温度上昇分を差し引いた温度に設定される（図６、図７参照）。
【０１０３】
　クリーニング時の水素の燃焼熱による温度上昇分は、例えば、事前試験等によって求め
られた所定温度上昇分とできる。
　その他に、クリーニング時の水素の燃焼熱による温度上昇分は、クリーニング時に第１
希釈部Ｄ１から検知素子２１（水素センサ１０Ａ）に向かう水素濃度に基づいて算出する
こともできる。すなわち、第１希釈部Ｄ１による希釈後の水素濃度に対応して待機温度を
設定し、この待機温度となるように検知素子２１に通電し加熱する構成とすることもでき
る。この場合において、クリーニング時に第１希釈部Ｄ１から検知素子２１に向かう水素
濃度は、クリーニング弁１２４の開弁時間と、カソードオフガスの流量とに基づいて算出
される。
【０１０４】
　具体的には、ＥＣＵ１５０は、前記待機温度に対応した待機温度加熱指令を、制御回路
５１（図５参照）を介して電圧発生回路５２に出力する。そして、電圧発生回路５２は、
外部電源７０からの電力を、待機温度加熱指令（待機温度）に対応した待機電圧に変換し
たうえで、ブリッジ回路Ｂに供給する。そうすると、検知素子２１及び補償素子２２は、
通電により昇温し、待機温度に加熱される。
【０１０５】
　ステップＳ１０２において、ＥＣＵ１５０は、検知素子２１（水素センサ１０Ａ）をク
リーニングする必要があるか否か（感度回復要求があるか否か）を判定する。
　具体的には、現在、検知素子２１に付着するシリコン化合物の付着量が、感度を回復さ
せるためクリーニングするべきと判断される所定付着量以上である場合、クリーニングす
る必要があると判定される。
【０１０６】
　ここで、検知素子２１に付着するシリコン化合物の付着量は、水素センサ１０Ａの使用
時間、燃料電池スタック１１０の発電時間（積算発電電力量）、燃料電池システム１００
（燃料電池車２００）の作動時間（ＩＧ１４１のＯＮ時間）、等と比例関係であるから、
（１）前回のクリーニングから現在までの水素センサ１０Ａの積算使用時間が所定積算使
用時間以上である場合、（２）前回のクリーニングから現在までの燃料電池スタック１１
０の積算発電時間（積算発電電力量）が、所定積算発電時間（所定積算発電電力量）以上
である場合、（３）前回のクリーニングから現在までの燃料電池システム１００（燃料電
池車２００）の作動時間が所定作動時間以上である場合、クリーニングする必要があると
判定される。
【０１０７】
　ここで、本願発明者等は、水素センサ１０Ａが所定水素濃度範囲の雰囲気で使用された
場合、シリコン付着量が増加する傾向がある、という知見を得ている。つまり、シリコン
化合物の付着しやすい水素濃度範囲が存在する、という知見を得ている。そこで、このよ
うな知見に基づいて、水素センサ１０Ａの検出する水素濃度が前記所定水素濃度範囲であ
る時間を考慮して、今回の使用時間等を補正してもよい。
【０１０８】
　クリーニングする必要があると判定した場合（Ｓ１０２・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ１０３に進む。一方、クリーニングする必要がないと判定した場合（Ｓ１
０２・Ｎｏ）、ＥＣＵ１５０の処理はステップＳ１０６に進む。
【０１０９】
　ステップＳ１０３において、ＥＣＵ１５０は、前回パージ（パージ弁１２３の閉弁）か
ら第３所定時間Δｔ３経過したか否か判定する。
　ここで、パージ弁１２３は、前記したように、ＥＣＵ１５０によって所定開弁時間にて
間欠的に開かれている。したがって、図１２に示すように、パージ弁１２３の開弁に連動
して、第１希釈部Ｄ１（図３参照）における水素濃度は上昇し、パージ弁１２３の閉弁後
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、配管１３２ｂを通流するカソードオフガス（希釈用ガス）で希釈され、徐々に低下する
。そして、第３所定時間Δｔ３は、パージ弁１２３の閉弁から第１希釈部Ｄ１における水
素濃度が所定濃度に低下する時間設定されている。所定濃度は、その後にクリーニング弁
１２４を開弁し、配管１３２ｂに高濃度の水素を噴射しても、この高濃度の水素が第１希
釈部Ｄ１で良好に希釈され、適切な水素濃度になり、その適切な水素濃度である水素の燃
焼熱により、検知素子２１が最適脱離温度範囲となるように設定される。
【０１１０】
　よって、パージ弁１２３の開弁時間が可変する構成の場合、パージ弁１２３の開弁時間
が長くなるにつれて、第３所定時間Δｔ３が長くなるように補正してもよい。また、カソ
ードオフガスの流量が多くなると、水素が希釈され易くなり、水素濃度が速やかに低下す
るので、流量センサ１３４の検出する空気の流量から推定されるカソードオフガスの流量
が多くなるにつれて、第３所定時間Δｔ３が短くなるように補正してもよい。
【０１１１】
　第３所定時間Δｔ３経過したと判定した場合（Ｓ１０３・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ１０４に進む。一方、第３所定時間Δｔ３経過していないと判定した場合
（Ｓ１０３・Ｎｏ）、ＥＣＵ１５０はステップＳ１０３の判定を繰り返す。
【０１１２】
　ステップＳ１０４において、ＥＣＵ１５０は、通常パージを禁止、つまり、パージ弁１
２３の開弁を禁止し、閉じたまま維持する。
【０１１３】
　これに並行して、ステップＳ１０４において、ＥＣＵ１５０は、クリーニング弁１２４
を開弁時間にて開弁する。そうすると、水素タンク１２１の高濃度の水素が、配管１２１
ａ、配管１２４ａ、配管１２４ｂを通って、配管１３２ｂに噴射される。そうすると、噴
射された水素は、第１希釈部Ｄ１において、カソードオフガス（希釈用ガス）によって良
好に希釈され、適切な水素濃度になる。そして、この適切な水素濃度の水素が、水素セン
サ１０Ａの検知素子２１に吹き付けられ、水素の燃焼熱により、検知素子２１の温度が最
適脱離温度範囲となる（図７参照）。これにより、検知素子２１に付着していたシリコン
化合物が、検知素子２１から脱離し（図６参照）、検知素子２１（水素センサ１０Ａ）の
感度が回復する。そして、ＥＣＵ１５０が、クリーニング弁１２４を閉弁することにより
、クリーニング完了となる。
【０１１４】
　ここで、クリーニング弁１２４を開弁する開弁時間は、事前試験等によって予め設定さ
れた固定時間でもよいが、流量センサ１３４の検出する空気の流量から推定されるカソー
ドオフガスの流量が多くなるにつれて、配管１３２ｂに噴射される水素が増加するように
、開弁時間が長くなるように補正してもよい。
【０１１５】
　ステップＳ１０５において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０４のクリーニング完了（
感度回復処理の完了後）から第１所定時間Δｔ１経過したか否か判定する。
【０１１６】
　ここで、クリーニング弁１２４が、ステップＳ１０４で開弁されると、図１３に示すよ
うに、第１希釈部Ｄ１（図３参照）における水素は上昇し、クリーニング弁１２４の閉弁
後、配管１３２ｂを通流するカソードオフガス（希釈用ガス）で希釈され、徐々に低下す
る。そして、第１所定時間Δｔ１は、クリーニング弁１２４の閉弁から第１希釈部Ｄ１に
おける水素濃度が所定濃度に低下する時間設定されている。所定濃度は、その後にクリー
ニング弁１２４を開弁し、配管１３２ｂに高濃度の水素を噴射しても、この高濃度の水素
が第１希釈部Ｄ１で良好に希釈され、適切な水素濃度になり、その適切な水素濃度である
水素の燃焼熱により、検知素子２１が最適脱離温度範囲となるように設定される。
【０１１７】
　第１所定時間Δｔ１経過したと判定した場合（Ｓ１０５・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ１０６に進む。
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【０１１８】
　一方、第１所定時間Δｔ１経過していないと判定した場合（Ｓ１０５・Ｎｏ）、ＥＣＵ
１５０はステップＳ１０５の判定を繰り返す。このようにステップＳ１０５の判定を繰り
返す場合、つまり、クリーニング弁１２４の閉弁から第１所定時間Δｔ１経過していない
場合、ＥＣＵ１５０は、コンプレッサ１３１（希釈用ガス通流手段）を作動しているので
、第１希釈部Ｄ１をカソードオフガス（希釈用ガス）が通流し、第１希釈部Ｄ１における
水素濃度が速やかに低下し、次回のクリーニングを迅速に実行可能となる。
【０１１９】
　ステップＳ１０６において、ＥＣＵ１５０は、起動モードによる動作を終了し、図１０
の定常モードによる動作に移行させる。
【０１２０】
＜定常モード＞
　次に、図１０を参照して、燃料電池車２００の定常時における定常モードでの動作を説
明する。
　なお、燃料電池スタック１１０には水素及び空気が供給され、燃料電池スタック１１０
は発電要求量に対応して発電している。また、パージ弁１２３は、ＥＣＵ１５０によって
間欠的に開かれている。
【０１２１】
　ステップＳ２０１において、ＥＣＵ１５０は、前回クリーニング（Ｓ２０４）から第２
所定時間Δｔ２経過したか否か判定する。
　なお、前回、第２所定時間Δｔ２経過した場合（Ｓ２０１・Ｙｅｓ）において、クリー
ニングしないと判定しているとき（Ｓ２０２・Ｎｏ）、クリーニングしないと判定した時
を起算点とする。また、第２所定時間Δｔ２は、第１所定時間Δｔ１以上に設定される。
【０１２２】
　第２所定時間Δｔ２経過したと判定した場合（Ｓ２０１・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ２０２に進む。一方、第２所定時間Δｔ２経過していないと判定した場合
（Ｓ２０１・Ｎｏ）、ＥＣＵ１５０はステップＳ２０１の判定を繰り返す。
【０１２３】
　ステップＳ２０２において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０２と同様に、検知素子２
１（水素センサ１０Ａ）をクリーニングする必要があるか否か（感度回復要求があるか否
か）を判定する。
　クリーニングすると必要がある判定した場合（Ｓ２０２・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ２０３に進む。一方、クリーニングする必要がないと判定した場合（Ｓ２
０２・Ｎｏ）、ＥＣＵ１５０の処理はステップＳ２０１に進む。
【０１２４】
　ステップＳ２０３において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０３と同様に、前回パージ
から第３所定時間Δｔ３経過したか否か判定する。
　第３所定時間Δｔ３経過したと判定した場合（Ｓ２０３・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ２０４に進む。一方、第３所定時間Δｔ３経過していないと判定した場合
（Ｓ２０３・Ｎｏ）、ＥＣＵ１５０はステップＳ２０３の判定を繰り返す。
【０１２５】
　ステップＳ２０４において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０４と同様に、通常パージ
を禁止、つまり、パージ弁１２３の開弁を禁止し、閉じたまま維持した状態で、クリーニ
ング弁１２４を開弁時間にて開弁し、水素センサ１０Ａのクリーニングを実行する。
【０１２６】
　ステップＳ２０５において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０５と同様に、ステップＳ
２０４のクリーニング完了から第１所定時間Δｔ１経過したか否か判定する。
　第１所定時間Δｔ１経過したと判定した場合（Ｓ２０５・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ２０１に進む。
【０１２７】
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　一方、第１所定時間Δｔ１経過していないと判定した場合（Ｓ２０５・Ｎｏ）、ＥＣＵ
１５０はステップＳ２０５の判定を繰り返す。このようにステップＳ２０５の判定を繰り
返す場合、ＥＣＵ１５０は、コンプレッサ１３１（希釈用ガス通流手段）を作動している
ので、第１希釈部Ｄ１をカソードオフガス（希釈用ガス）が通流し、第１希釈部Ｄ１にお
ける水素濃度が速やかに低下し、次回のクリーニングを迅速に実行可能となる。
【０１２８】
＜停止モード＞
　次に、図１１を参照して、燃料電池車２００の停止時における停止モードでの動作を説
明する。
　なお、ＩＧ１４１がＯＦＦされると、そのＯＦＦ信号を検知したＥＣＵ１５０は、図１
１の処理をスタートさせる。また、ＥＣＵ１５０は、燃料電池スタック１１０の出力端子
に接続された発電制御装置（図示しない）を制御し、燃料電池スタック１１０の発電を停
止させる。
【０１２９】
　ステップＳ３０１において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０２、Ｓ２０２と同様に、
検知素子２１（水素センサ１０Ａ）をクリーニングする必要があるか否か（感度回復要求
があるか否か）を判定する。
【０１３０】
　クリーニングすると必要がある判定した場合（Ｓ３０１・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ３０２に進む。一方、クリーニングする必要がないと判定した場合（Ｓ３
０１・Ｎｏ）、ＥＣＵ１５０の処理はステップＳ３０５に進む。
【０１３１】
　ステップＳ３０２において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０３、Ｓ２０３と同様に、
前回パージから第３所定時間Δｔ３経過したか否か判定する。
　第３所定時間Δｔ３経過したと判定した場合（Ｓ３０２・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ３０３に進む。一方、第３所定時間Δｔ３経過していないと判定した場合
（Ｓ３０２・Ｎｏ）、ＥＣＵ１５０はステップＳ３０２の判定を繰り返す。
【０１３２】
　ステップＳ３０３において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０４、Ｓ２０４と同様に、
通常パージを禁止、つまり、パージ弁１２３の開弁を禁止し、閉じたまま維持した状態で
、クリーニング弁１２４を開弁時間にて開弁し、水素センサ１０Ａのクリーニングを実行
する。
【０１３３】
　ステップＳ３０４において、ＥＣＵ１５０は、ステップＳ１０５、Ｓ２０５と同様に、
ステップＳ３０３のクリーニング完了から第１所定時間Δｔ１経過したか否か判定する。
　第１所定時間Δｔ１経過したと判定した場合（Ｓ３０４・Ｙｅｓ）、ＥＣＵ１５０の処
理はステップＳ２０５に進む。
【０１３４】
　一方、第１所定時間Δｔ１経過していないと判定した場合（Ｓ３０４・Ｎｏ）、ＥＣＵ
１５０はステップＳ３０４の判定を繰り返す。このようにステップＳ３０４の判定を繰り
返す場合、ＥＣＵ１５０は、コンプレッサ１３１（希釈用ガス通流手段）を作動している
ので、第１希釈部Ｄ１をカソードオフガス（希釈用ガス）が通流し、第１希釈部Ｄ１にお
ける水素濃度が速やかに低下する。
【０１３５】
　ステップＳ３０５において、ＥＣＵ１５０は、配管１２１ａの遮断弁（図示しない）を
閉じ、水素の供給を停止する。また、ＥＣＵ１５０は、コンプレッサ１３１を停止させる
。これにより、燃料電池車２００（燃料電池システム１００）は停止状態となる。
【０１３６】
≪燃料電池車の効果≫
　このような燃料電池車２００によれば、次の効果を得る。
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　水素センサ１０Ａをクリーニングする必要があると判定される場合（感度回復要求時）
、クリーニング弁１２４を開弁して水素を噴射し、水素の燃焼熱と、通電による発熱とに
よって、検知素子２１を脱離温度以上に上昇させ、これに付着したシリコン化合物を意図
的に脱離し、水素の検出感度を回復できる。したがって、水素センサ１０Ａによって長時
間に亘って水素濃度を検出できる。
【０１３７】
　検知素子２１への通電によって、検知素子２１を待機温度に加熱し、この待機温度は、
脱離温度から、クリーニング時における水素の燃焼による温度上昇分を差し引いた温度に
設定するので、クリーニング時において、検知素子２１の温度が上昇し過ぎることなく、
また、通電に要する電力を適切とできる。
【０１３８】
　前回のクリーニングの完了から、第１希釈部Ｄ１における水素濃度が所定濃度に低下す
る第１所定時間Δｔ１の経過以後（Ｓ１０５・Ｙｅｓ、Ｓ２０５・Ｙｅｓ、Ｓ３０４・Ｙ
ｅｓ）、今回のクリーニングを開始するので、検知素子２１に向かう水素濃度が高すぎる
ことはなく、水素の燃焼熱によって検知素子２１が予想以上に昇温することはない。
　また、第１所定時間Δｔ１以上の第２所定時間Δｔ２経過毎に（Ｓ２０１・Ｙｅｓ）、
クリーニングを繰り返すので、水素センサ１０Ａの感度を第２所定時間Δｔ２経過毎に回
復できる。
【０１３９】
　クリーニングの完了から第１所定時間Δｔ１経過するまで（Ｓ１０５・Ｎｏ、Ｓ２０５
・Ｎｏ、Ｓ３０４・Ｎｏ）、第１希釈部Ｄ１をカソードオフガス（希釈用ガス）が通流す
るので、第１希釈部Ｄ１における水素濃度を速やかに低下させ、次回のクリーニングを実
行できる。
【０１４０】
　パージ弁１２３の閉弁から、第１希釈部Ｄ１における水素濃度が所定濃度に低下する第
３所定時間Δｔ３の経過以後（Ｓ１０３・Ｙｅｓ、Ｓ２０１・Ｙｅｓ、Ｓ３０２・Ｙｅｓ
）、クリーニングを開始するので、検知素子２１に向かう水素濃度が予想以上にならず、
水素の燃焼熱によって検知素子２１が予想以上に昇温することはない。
【０１４１】
≪変形例≫
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、
次のように変更できる。
【０１４２】
　前記した実施形態では、白金等の触媒金属からなる検知素子２１がコイル状である構成
を例示したが（図４参照）、検知素子２１の形状はこれに限定されず、その他に例えば、
図１４に示すように、薄膜状の検知素子２１Ａとしてもよい。このようにすれば、ハウジ
ング６３の高さ方向を短かくし、水素センサ１０Ａを小型化できる。また、薄膜状とすれ
ば、検知素子２１Ａの単位体積当たりの表面積が大きくなるので、水素の接触可能面積が
大きくなり、検知素子２１Ａが速やかに昇温可能となる。なお、この場合、補償素子２２
Ａも薄膜状とする。
【０１４３】
　前記した実施形態では、電圧発生回路５２に対して、検知素子２１と補償素子２２とが
直列に接続された構成を例示したが、図１５に示すように、並列に接続された構成でもよ
い。すなわち、図１５のブリッジ回路Ｂでは、検知素子２１と第１抵抗素子３１とが直列
に接続されることで第１辺２０が構成され、補償素子２２と第２抵抗素子３２とが直列に
接続されることで第２辺３０が構成されている。
【０１４４】
　前記した実施形態では、クリーニング弁１２４（弁装置）が、所定の開状態を維持可能
であるゲート弁等から構成され、その開弁時間／閉弁時間を制御することによって、検知
素子２１に向かう水素濃度を制御する構成を例示したが、その他に例えば、クリーニング
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弁１２４（弁装置）が、所望の開度に調整可能であるバタフライ弁等から構成され、その
開度の制御することによって、検知素子２１に向かう水素濃度を制御する構成としてもよ
い。
【符号の説明】
【０１４５】
　１　　　水素検出システム
　１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ　水素センサ
　２１　　検知素子
　５１　　制御回路（加熱手段、通電手段）
　５２　　電圧発生回路（加熱手段、通電手段）
　７０　　外部電源（加熱手段、通電手段）
　１１０　燃料電池スタック
　１２１　水素タンク（水素貯蔵手段）
　１２３　パージ弁
　１２４、１２５　クリーニング弁（通流調整手段）
　１２４ａ、１２４ｂ、１２５ａ、１２５ｂ　配管（水素案内配管）
　１３１　コンプレッサ（希釈用ガス通流手段）
　１３３　サイレンサ（第２希釈部）
　１５０　ＥＣＵ（制御手段）
　Ｄ１、Ｄ２　第１希釈部
　Δｔ１　第１所定時間
　Δｔ２　第２所定時間
　Δｔ３　第３所定時間

【図１】 【図２】



(22) JP 2012-163341 A 2012.8.30

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(23) JP 2012-163341 A 2012.8.30

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(24) JP 2012-163341 A 2012.8.30

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(25) JP 2012-163341 A 2012.8.30

フロントページの続き

(72)発明者  岡島　一博
            埼玉県和光市中央１丁目４番１号　株式会社本田技術研究所内
Ｆターム(参考) 2G060 AA02  AB03  AE19  BA03  BB02 
　　　　 　　  5H026 AA06 
　　　　 　　  5H027 BA20  KK31  MM01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

